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第１ 実施計画の概要 

 

１ 実施計画の位置づけ 

 第６次茨木市総合計画は、次の３層で構成されています。 

 

 

 

 

 

  

 実施計画は、総合計画に掲載されている各施策を効果的に進めていくため

に、施策評価の結果をはじめ、社会情勢や財政状況を踏まえつつ、具体的な

事業の計画を作成するもので、予算編成や事業執行の指針となるとともに、

市の取り組む事業について市民に分かりやすく伝えることにより、行政の説

明責任を果たすものです。 

 

  

◎基本構想：まちの将来像とそのめざすべき方向性を示す。 

◎基本計画：基本構想に掲げるまちの将来像の実現を図る施策と取組の内容、

財政計画を示す。 

◎実施計画：基本計画で定めた取組を市で推進する具体的な事業内容を示す。 

図１ 第６次茨木市総合計画の体系図 
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２ 計画期間と計画の運用 

実施計画の計画期間は令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの

５年間とします。また、第６次茨木市総合計画の進行管理手法である施策評

価の結果等を踏まえ、ローリング方式※で、毎年度、計画内容の見直しを行

い公表します。 

※ ローリング方式：社会情勢や財政状況の変化への対応、進捗状況の確認を行い、事業の立  

案、見直しや計画の修正を転がすように定期的に行っていく手法のこと。 

 

３ 施策体系 

第６次茨木市総合計画基本構想を実現するための、前期基本計画における施

策体系は以下のとおりです。 

 

 

2



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3



   

 

第２ 第２期実施計画 

１ 実施計画の見方 

第６次茨木市総合計画基本構想を実現するための、令和８年度以降の新規・拡

充等事業を示します。 

 

＜実施計画の見方＞ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策ごとに基本
計画の内容を記

載しています。 

前年度と比較した事業の方向性（令和９年度以降は見込み）を、次の８種類で示しています。 

●新規：新規事業として実施 

●継続：おおむね前年度と同様の事業内容で実施 

    ただし、当該年度の前年度が「臨時拡充」の場合は、臨時拡充前時点と比較した方向性 

●拡充：対象や事業内容の見直しにより、事業規模を拡充して実施 

●臨時拡充：単年度など期間を限定し、事業内容を拡充して実施 

●縮小：対象や事業内容の見直しにより、事業規模を縮小して実施 

●廃止：事業を廃止する場合（事業実施最終年度の翌年度に表示） 

●完了：事業が完了する場合（事業実施最終年度に表示） 

●新規完了：新規で実施し、単年度で完了する場合 

※事業の方向性は現段階の見込みであり、今後の社会経済情勢等により変更となる場合があります。 

施策ごとに令和

８年度以降に実
施する各事業の
事業目的や内容、

事業の方向性等
を記載していま
す。 
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２ 総括表  

第２期実施計画における、令和８年度の新規・拡充等事業の集計は次のとおり

です。 

 

 

新規 拡充等 縮小・完了等

将来像１ 42 9 28 5

将来像２ 56 13 36 7

将来像３ 45 9 32 4

将来像４ 23 5 16 2

将来像５ 70 5 63 2

将来像６ 13 1 12 0

将来像７ 28 5 20 3

計 277 47 207 23

事業数
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